
➑➒➓　【特定親族特別控除の創設】
　　支払を受ける方と生計を一にする年
　　齢１９歳以上２３歳未満の親族（配偶
　　者、専従者を除く）で、合計所得金額
　　が５８万円超１２３万円以下の方がい
　　る場合に適用になります。
　  ➑には人数、　➒には控除額、
　　➓に控除対象者の氏名、フリガナ、
　　　個人番号及び区分を必ずを記載
　　　してください。

　※ 特定親族の合計所得金額や居住者か非居住者かによって区分が異なりますので、
　　　記載誤りにご注意ください。

⓫　【扶養親族等の所得要件の見直し】
　　扶養控除等の対象になる扶養親族等の所得要件が４８万円から５８万円に引き上げられました。
　　勤労学生の所得要件は７５万円から８５万円に引き上げられました。

給与支払報告書（個人別明細書）　作成上の注意

※　区　分 （受給者番号） 　０００１－00010
支　払

住
　
所

詳しくは、国税庁 「令和７年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の
作成と提出の手引」 を参照ください。

➊　【年度】　令和８年度様式 「 ⑧ 」 となっていることを確認してください。

➋　【住所】　令和８年１月１日現在（退職者は退職日時点）の住民登録地を記載してください。

➌　【個人番号】【氏名】【フリガナ】　【生年月日】
　　 支払を受ける方の個人番号、氏名、フリガナ、生年月日は必ず記載してください。
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を受け （役職名）
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（フリガナ）

4 5 6 7 8 9

令和８年１月１日現在の住所

個人番号 0 1 2 3

　オオツキ　イチロウ

➍　【摘要】
　　●専従者の方
　　　　　「青色専従者」又は「白色専従者」と記載してください。
　　●普通徴収の方
　　　　　住民税を特別徴収できない方は、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を参考に
　　　　　理由（普A～普通F）を記載してください。理由の記載がない場合は特別徴収とします。
　　●前職
　　　　　前職分を含めて記載した場合は「支払者」「支払金額」「社会保険料の金額」「源泉徴収
　　　　　税額」「退職年月日」を必ず記載してください。
　　●年末調整未済、乙・丙欄該当者、事業専従者で特別徴収の方
　　　　　「特別徴収希望」と記載してください。
　　●同一生計配偶者がいる方
　　　　　合計所得が1,000万円を超える方で障害者控除の適用を受ける同一生計配偶者がいる
　　　　　場合は、「配偶者氏名（同配）」と記載してください。
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給料・賞与
内 千 円

5 870 350 4 254 400 4 223
千 円 千 円 千
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人 人 人

○ 380 000

従人 人 従人 人 従人 人

１

有 従有 千 円 人 従人 内

特定親族特別控除の額 社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額 住宅借入金等特別控除の額
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（摘要）

大月花子（同配）、　　普Ａ

前職：◎◎工業㈱　支払額1,000,000円/社会保険50,000円/源泉2,000円/R7.2.28退職
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円 ➎　【控除対象扶養親族の分類】
　　 控除対象扶養親族が非居住者の
　　 場合は、区分欄に右表の分類に
　　 応じた数字を記載してください。
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➐　【給与所得控除の見直し】
　　 給与所得控除は、最低保障額が５５万円から６５万円に引き上げになります。

★　令和８年度（令和７年分）の変更点
➏　【基礎控除の見直し】　※ 令和７、８年分の時限措置あり
　　 合計所得金額に応じて基礎控除額が異なります。
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山梨県大月市大月町花咲１６０８番地１９又は所在地

氏 名 又 は

6 7 8 9 0 1

株式会社　□□□　　（個人事業主の場合は個人名） （電話） 0554-２２-0000

※※ 整理番号※ 種別※

2 3 （右詰で記載してください。）
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